
ml 円 円 円 円 円

0.0864

ｱﾙｺｰﾙ分
10度未満

Ｃ 0.068 0.064

Ｄ

焼酎甲類
(明細は次葉へ)

ｱﾙｺｰﾙ分
20度以上
36度未満

Ｅ

原料用ｱﾙｺｰﾙ
(明細は次葉へ)

ｱﾙｺｰﾙ分
45度以上

Ｆ

　ウイスキー
ｱﾙｺｰﾙ分
13度以上
38度未満

Ｇ 0.3145 0.296

ウイスキー
(明細は次葉へ)

ｱﾙｺｰﾙ分
38度以上

Ｈ

スピリッツ
ｱﾙｺｰﾙ分
13度以上
38度未満

Ｉ 0.3145 0.296

スピリッツ
(明細は次葉へ)

ｱﾙｺｰﾙ分
10～12度･
38度以上

Ｊ

甘味果実酒
ｱﾙｺｰﾙ分
13度未満

Ｋ 0.102 0.096

リキュール　※
ｱﾙｺｰﾙ分
9度未満

Ｌ 0.068 0.064

リキュール　※
(明細は次葉へ)

ｱﾙｺｰﾙ分
9度以上

Ｍ

Ｎ

発
泡
性

Ｏ 0.16 ▲

醸
造
酒
類

Ｐ 0.085 0.088 ▲

Ｑ ▲

Ｒ

小  計 （引上対象酒類）
A+B+C+E+F+G+H+I+J+K+L+M

合　　　　　　　　　計
Ｎ ＋ Ｑ

　ビール ・ 発泡酒
 麦芽比率50％以上

所 持 数 量
10ｍｌ未満の端数を
切捨てた後の数量

リキュール
（発泡）(ホップ及び
一定の苦味料を原

料としないもの)

発
泡
性
酒
類

（ア）

蒸
留
酒
類

（カ）

算出税額
ア×エ

 2　「算出税額 （ウ）、（オ）」欄には、１円未満の端数を切り捨てた後の金額を記載してください。

小  計 （引下対象酒類）
Ｏ ＋ Ｐ

（納税申告書①へ転記）

引
上
対
象
酒
類

その他の発泡性
酒類 ・いわゆる
       新ジャンル

リキュール
（発泡）

Ａ

Ｂ
　発泡酒
　麦芽比率25％未満

 3　「焼酎甲類乙類混和」の酒類は、「焼酎甲類」の数量のみ記載してください。（焼酎甲類＝連続式蒸留焼酎）

　清　　酒　※

引
下
対
象
酒
類

0.15385

混
成
酒
類

（注）1　※の酒類は、「その他の発泡性酒類」に該当するものは除きます。

0.1141125 0.1074

差引酒税額

ウ－オ

新税率による酒税額 旧税率による酒税額

申 告 者 の住 所 及 び
氏  名   又 は   名  称

（住所）

（氏名又は名称）

税率
(１ml当たり)

算出税額
ア×イ

税率
(１ml当たり)

品　　目　　等

（イ） （ウ） （エ） （オ）

0.1141125

酒 税


